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ビル陰の共同受信施設のデジタル化改修に対する
国の助成制度についてのお問い合わせ

集合住宅や電波障害対策施設のデジタル化などについて、
施設管理者からのお問い合わせ

●総務省テレビ受信者支援センター（デジサポ）
　　http://www.digisuppo.jp

早急に共同受信施設の
デジタル化についてご検討ください。

・デジタル化への対応が遅れています！
・施設改修まで時間を要することがあります！
・工事が間に合わなくなる心配があります！

ビル陰の共同受信施設を
保有・運営されている皆さまへ

2009.4



現在ご利用の共同受信施設の
改修についてご検討ください。

●ビル陰の共同受信施設にはUHF電波が
流れていない場合が多く、そのままでは
施設利用者は地上デジタル放送を受信
することができません。

●デジタル放送に対応するために現在の共
同受信施設を改修する必要があります。

※ビル陰の共同受信施設のデジタル化改修
に対する国の補助制度をご利用いただけ
る場合があります。

　詳細については、お住まいの都道府県の
総務省テレビ受信者支援センター（デジ
サポ）までお問い合わせください。

デジタル放送信号
アナログ放送信号

アナログ
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デジタル
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UHFアンテナ
（地上デジタル放送用）

（※）地域によっては、電気通信事業者のブロード
　   バンド・サービスを利用して放送を受信して
　　いただくこともできます。

（※）

早急に共同受信施設
のデジタル化について
ご検討ください。

地上デジタル放送なら
建物による受信障害が大幅に減少します！

アンテナ設置できれいな
映像が楽しめます。

例えば以下のご検討をお願いいたします。

①デジタル化により受信障害が解消される／されない世帯の把握

②施設利用者との協議実施 （施設の改修、廃止等の進め方について）

③施設の改修、廃止等の具体的な方法、費用負担、スケジュールの検討
　（施設を廃止する場合も、施設撤去の日程確定等のため、
　  施設利用者（受信者）との協議が必要です。）

ビル陰の共同受信施設を
保有・運営されている
皆さまへ

ビル陰の共同受信施設を
保有・運営されている
皆さまへ

●施設利用者の方がデジタルテレビを購入されると、「共同受信で地上デジタ
　ル放送は受信できるのか？」といった質問が寄せられることが予想されます。

●別紙「ビル陰の共同受信施設でテレビをご覧の皆さまへ」（施設利用者向けパンフ）
　などを活用して、デジタル放送の受信方法について施設利用者の方々への
　周知をお願いします。

●従来のアナログテレビではゴーストなどにより映りが悪かったビル陰共同受信地域
　でも、多くの場合、地上デジタル放送は各ご家庭の個別アンテナで良好に受信できる
　ようになります。

●地上テレビ放送が完全にデジタルに移行される2011年以降は、保有されている
　共同受信施設の大幅な縮小や、廃止が可能になる場合があります。

●共同受信施設を設置した地域で地上デジタル放送が個別受信できるかどうかに
　ついては、共同受信施設の保守業者や、ご近所の電器店にご確認になるのが早道です。

●地上デジタル放送が始まっても、2011年のアナログテレビ終了までは、アナログ
　テレビを良好な画面でご覧になるために共同受信施設は引き続き必要です。

●施設利用者への周知をお願いいたします。

受信障害が
残る場合は・・・
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